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2025年 12月 16日 

各 位 

上 場 会 社 名 株式会社アクアライン 

代 表 者 代表取締役社長   楯 広長 

 （コ－ド：6173 東証グロース市場） 

問合せ先責任者 管理本部長     古関 耕造 

 （TEL 03-6758-5588） 

 
 

（開示事項の訂正）第三者割当による新株式発行、第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条項

付）及び第１回無担保普通社債の発行、新株予約権買取契約（コミット・イシュー）の締結  

並びに主要株主の異動に関するお知らせ 

 
 
 

2025 年 12 月４日付開示「第三者割当による新株式発行、第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修

正条項付）及び第１回無担保普通社債の発行、新株予約権買取契約（コミット・イシュー）の締結並びに主

要株主の異動に関するお知らせ」にてお知らせした情報に関して、一部誤りがありましたので本開示にて訂

正致します。 

 

記 

 

（訂正前）訂正箇所に下線を引いております。 

 

Ⅰ. 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第１回

無担保普通社債の発行、新株予約権買取契約（新コミット・イシュー）の締結について 

 

２．募集の目的及び理由 

（４ページ） 

当社は、2025年１月29日付で株式会社東京証券取引所より特別注意銘柄に指定され、上場契約違約金9,600

千円の徴求を受けました。当社は、2024年７月29日付「改善計画・改善状況報告書の公表に関するお知ら

せ」にて開示の通り、2024年９月13日付で特別調査委員会から受領した「特別調査委員会の調査結果報告

書」において報告された原因分析及び再発防止策を基本として、再発防止に向けた改善施策を策定しており

ます。 

 

７．割当予定先の選定理由等 

（24ページ） 

なお、当社の直前の基準日（2025 年９月 24 日）に基づく株主名簿、及び、本新株式の発行及び本新株予約

権のうち当初コミットである 170,000株のみが行使されたと仮定した場合の当社の流通株式比率は約 37.3％

となる見込みです。東京証券取引所グロース市場の流通株式時価総額の適合のために、流通株式比率を向上

させるべく、DES の割当先は、必要な場合には、2026 年２月末までの市場売却意向があることを当社代表

取締役社長である楯広長が各割当先に確認しております。 

 
 

（訂正後）訂正箇所に下線を引いております。 

 

Ⅰ. 第三者割当による新株式発行、第三者割当による第２回新株予約権（行使価額修正条項付）及び第１回

無担保普通社債の発行、新株予約権買取契約（新コミット・イシュー）の締結について 

 

２．募集の目的及び理由 

（４ページ） 
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当社は、2025年１月29日付で株式会社東京証券取引所より特別注意銘柄に指定され、上場契約違約金9,600

千円の徴求を受けました。当社は、2025年７月29日付「改善計画・改善状況報告書の公表に関するお知ら

せ」にて開示の通り、2024年９月13日付で特別調査委員会から受領した「特別調査委員会の調査結果報告

書」において報告された原因分析及び再発防止策を基本として、再発防止に向けた改善施策を策定しており

ます。 

 

７．割当予定先の選定理由等 

（24ページ） 

なお、当社の直前の基準日（2025 年９月 24 日）に基づく株主名簿、及び、本新株式の発行及び本新株予約

権のうち当初コミットである 200,000株のみが行使されたと仮定した場合の当社の流通株式比率は約 37.6％

となる見込みです。東京証券取引所グロース市場の流通株式時価総額の適合のために、流通株式比率を向上

させるべく、DES の割当先は、必要な場合には、2026 年２月末までの市場売却意向があることを当社代表

取締役社長である楯広長が各割当先に確認しております。 

 

以上 


